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課題１（必須） 

京都議定書第一約束期間（2008～2012年度）終了後の国際的な枠組みが模索され，2010年に

カンクンで開催された国連気候変動枠組条約第16回締約国会議（COP16）では，各国が2020年

における排出削減目標を提出し対応することとなった。その後，2015年12月12日，国連気候変動

枠組条約第21回締約国会議（COP21）では，2020年以降の気候変動に係る国際的な枠組みであ

るパリ協定が採択された。地球温暖化対策に関して法的拘束力を有する多国間協定が合意された

のは，京都議定書採択以来，18年ぶりのことである。2016年４月22日に国連本部でパリ協定の署

名式が行われ，我が国を含む175の国と地域が署名した。2016年５月13日，我が国は，「日本の

約束草案」である，「2030年度において，2013年度比26％減の水準にする」という中期目標の達

成や，パリ協定における世界共通の長期目標である「２℃目標」の達成への貢献などを記した「地

球温暖化対策計画」を閣議決定した。しかし，温室効果ガスの大幅な削減に対しては，「経済成長

を減速させるのではないか」という懸念も示されている。 

 

 

以上の記述及び資料を基に，次の問いに解答しなさい。 

① なぜ京都議定書とは異なる国際的な枠組みが必要とされたのか，またパリ協定は，いかなる

点において京都議定書と大きく異なるのかについて述べなさい。 

② パリ協定が定める長期目標の実現を「国際的な公共財」として捉えた場合，その提供をめぐ

り，どのような問題の発生が想定され得るか。また，それを回避するためにパリ協定はどのよ

うな制度的な仕組みを用意しているのかについて述べなさい。 

③ パリ協定が求める温室効果ガスの大幅な削減は経済成長を減速させる原因となると主張する

立場に対して，温暖化対策と経済成長の関係をどのように説明すべきか論じなさい。 
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資料１ パリ協定の概要 

 

【協定の目的等】（第２条及び第３条） 

 

・この協定は，世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに，

1.5℃に抑える努力を追求すること，適応能力を向上させること，資金の流れを低排出で気候に強

靱な発展に向けた道筋に適合させること等によって，気候変動の脅威への世界的な対応を強化す

ることを目的とする。 

 

・締約国は，気候変動への世界的な対応への「自国が決定する貢献」（以下「貢献」という。）に関

し，この協定の目的達成のため，関連条文に定める野心的な取組を実施し，提出する。締約国の

取組は，この協定を実効的に実施するために開発途上締約国を支援する必要性を認識しつつ，長

期的に前進を示す。 

 

【緩和（排出削減のための取組）】（第４条） 

 

・締約国は，目的に掲げる長期目標を達成するよう，開発途上締約国の排出量が最大（量）に達す

る時期がより長期化することを認識しつつ，世界の温室効果ガスの排出量が最大（量）に達する

時期をできる限り早くするものとし，（中略）今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収

源による除去の均衡を達成するために，最新の科学に従って早期の削減を行うことを目的とする。 

 

・各締約国は，累次の「貢献」（削減目標・行動）を作成，提出，維持する。また，「貢献」の目的

を達成するための国内措置をとる。 

 

・累次の「貢献」は，各国の異なる事情に照らしたそれぞれ共通に有しているが差異のある責任及

び各国の能力を反映し，従前の「貢献」を超えた前進を示し，及び可能な限り最も高い野心を反

映する。 

 

・先進締約国は，全経済にわたる排出の絶対量の削減目標をとることによって，引き続き先頭に立

つべき。開発途上締約国は，緩和努力を高めることを継続すべきであり，各国の異なる事情に照

らしつつ，全経済にわたる排出の削減又は抑制目標に移行することを奨励される。 

 

・各締約国は，COP21決定等に従って，「貢献」を５年ごとに提出する。 

（注：なお，COP21決定において，2025年目標の国は2020年までに，その後は５年ごとに新たな

「貢献」を提出し，2030年目標の国は2020年までに，その後は５年ごとにその「貢献」を提出又

は更新することを要請。） 

 

【行動と支援の透明性】（第13条） 

 

・各締約国は，排出・吸収目録，緩和に関する「貢献」の実施及び達成に向けた前進を捕捉するた
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めに必要な情報を定期的に提供する。 

 

・各締約国は，適当な場合には，気候変動の影響及び適応に関する情報を提供すべき。 

 

・提出された情報は，専門家による検討（レビュー）を受ける。開発途上締約国であってその能力

に照らして支援が必要な国においては，専門家による検討には，能力開発の必要性の特定の支援

が含まれる。 

 

【世界全体の実施状況の確認（グローバルストックテイク）】（第１４条） 

 

・締約国会議において，この協定の目的及び長期目標の達成に向けた全体的な進捗を評価するた

め，協定の実施を定期的に確認する。これは衡平と最新の科学に照らし，包括的かつ促進的な方

法により，緩和，適応，実施手段及び支援について検討する。 

 

・締約国会議は，締約国会議が別段の決定を行う場合を除くほか，最初の世界全体の実施状況の確

認を2023年に，その後は５年ごとに，これを行う。 

 

・世界全体の実施状況の確認の結果は，締約国が，この協定の関連する規定に従って自国が決定す

る方法により，行動及び支援を更新し，拡充する際の情報となる。 

 

出所：環境省仮訳を基に作成 
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出題の趣旨（課題１） 

 

 本問は，COP21で採択されたパリ協定を踏まえ，気候変動に係る国際的な枠組みと我が国の経済

成長について考えさせる問題である。京都議定書と比較して，削減義務を課せられる国や削減目標

の設定方法などパリ協定の内容がどのようなものとなっているかを資料から把握し，公共財につい

て発生するフリーライダー問題に対してどのような制度的な仕組みを用意しているかを説明するこ

とが求められる。さらに，温室効果ガスの排出削減が経済成長を減速させるとの懸念に対し，太陽

光発電など再生可能エネルギーの技術革新の状況などを参考に，温暖化対策と経済成長の関係を説

明することが求められる。 

 本問は，国際的な新たな法的枠組みがかつての法的枠組みとどのように異なるのかを把握しつつ，

その状況下における我が国の発展の可能性を論じさせることで，問題点を把握し将来を展望する能

力や総合的なものの見方ができる能力を有しているかを見極める狙いがある。 
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課題２（選択） 

我が国の留学生政策は，「留学生受入れ10万人計画」が策定された1983年以来，途上国の人材

育成への貢献及び国際友好関係の強化を主な目的として実施され，2003年に当初の目標である10

万人の受入れを達成した。その後，2008年から，2020年を目途に留学生受入れ30万人を目指す

「留学生30万人計画」が推進されており，2013年の「日本再興戦略」においても「留学生30万人

計画」の実現を目指すことが掲げられている。 

近年の海外からの留学生の受入れ数は増加傾向にあるが，高等教育機関に学ぶ学生に占める留

学生の割合は，諸外国と比較して高い水準にあるとは言えない。 

 

以上の記述及び資料を基に，次の問いに解答しなさい。 

① 途上国の人材育成への貢献及び国際友好関係の強化のほかに，「留学生30万人計画」による

留学生の増加にはどのような効果が期待されると考えられるか。近年及び今後の我が国の経済

社会情勢を踏まえて論じなさい。 

② 国際比較の視点から見ると，我が国の留学生の割合は低い。その理由を適宜指摘しながら，

海外からの留学生を増やすにはどのような方策が必要か論じなさい。その際，①で論じた期待

される効果のほか，我が国の大学の在り方，就職等留学生の卒業後のキャリアパスについても

考慮すること。 
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資料１ 留学生30万人計画の趣旨 

 

「留学生30万人計画」骨子 
 

平成20年７月29日 

文部科学省 

外 務 省 

法 務 省 

厚生労働省 

経済産業省 

国土交通省 

 

趣 旨 

① 日本を世界により開かれた国とし，アジア，世界との間のヒト，モノ，カネ，情報の流れを拡

大する「グローバル戦略」を展開する一環として，2020年を目途に留学生受入れ30万人を目指す。

その際，高度人材受入れとも連携させながら，国・地域・分野などに留意しつつ，優秀な留学生

を戦略的に獲得していく。また，引き続き，アジアをはじめとした諸外国に対する知的国際貢献

等を果たすことにも努めていく。 

② このため，我が国への留学についての関心を呼び起こす動機づけから，入試・入学・入国の入

り口から大学等や社会での受入れ，就職など卒業・修了後の進路に至るまで，体系的に以下の方

策を実施し，関係省庁・機関等が総合的・有機的に連携して計画を推進する。 

 

（後略） 

 

出所：首相官邸ホームページ 
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（著作権の関係により省略） 
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出題の趣旨（課題２） 

 

 本問は，我が国の様々な課題を踏まえつつ，外国人留学生の受入れについて考えさせる問題であ

る。「留学生30万人計画」は，我が国を世界により開かれた国とし，「グローバル戦略」を展開する

一環として推進されているものであるが，人口減少を補填する高度人材等の受入れの必要性，高齢

化の進行を支える持続的経済成長の必要性にこたえる経済社会上の効果を期待することができる。

さらには，他国との相互理解や友好親善が我が国の外交や安全保障に資することにつながるといっ

た視点もあり，様々な視点から外国人留学生受入れという政策にアプローチすることが可能である。

我が国の経済社会情勢を踏まえ，外国人留学生の増加によって期待される効果を論じることが求め

られる。また，外国人留学生の割合が他国と比較して高い水準にあるとは言えない現状とその理由

を踏まえ，留学生を増やすための解決策につき具体的に論じることが求められる。 

 本問は，外国人留学生の増加という課題を考察させることで，我が国の課題を踏まえながら多様

な視点で政策課題にアプローチしていく能力を有しているかを見極める狙いがある。 
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課題３（選択） 

少子高齢化が進み，人口減少社会に突入した我が国が活力ある豊かな国に発展していくために

は，多様な意思が政治や社会の政策・方針決定に公平・公正に反映されることが必要であり，こ

の観点から，政治分野における女性の参画拡大は最も重要な課題となっている。 

これまで我が国では男女共同参画社会の実現のため，多くの施策を行ってきた。近年でも，様々

な状況に置かれた女性が自らの希望を実現して輝くことにより，我が国最大の潜在力である「女

性の力」が十分に発揮され，我が国社会の活性化につながるよう，平成26年10月３日には「すべ

ての女性が輝く社会づくり本部」の設置が閣議決定され，平成27年８月28日には女性活躍推進法

が成立した。 

今年は我が国で女性が参政権を行使するようになってから70年目に当たるが，衆議院と参議院

の両院並びに都道府県議会における女性議員の割合は，諸外国に比べ，依然として低い水準にと

どまっている。衆議院における女性議員の割合が8.4％であった70年前と比べ状況が顕著に進展

しているとは言い難い状況にある。 

 

以上の記述及び資料を基に，次の問いに解答しなさい。 

① いわゆる「Ｍ字カーブ」が生じる要因とその影響を述べるとともに，これを解消するための

社会的施策を，経済的不平等の是正にも留意しながら提案しなさい。 

② 国会における女性議員の割合を諸外国並みに改善するための施策を，女性政治家のキャリア

の在り方なども考慮に入れつつ，提案しなさい。その際，憲法上の制約や，想定され得る反対

意見についても適宜記し，これらへの対応も考えること。 
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資料１ 男女共同参画社会基本法（抄） 

 

（定義） 

第２条 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，

社会的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提供することをいう。 
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（著作権の関係により省略） 
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出題の趣旨（課題３） 

 

 本問は，男女共同参画社会の形成及び政治分野における女性の参画拡大について考えさせる問題

である。前者については，「Ｍ字カーブ」の要因について考察し，正規・非正規といった雇用形態，

賃金など労働条件，労働時間や働き方について検討するのに加え，セクシュアルハラスメントの解

消など働きやすい職場づくりの取組について論じることが求められる。また，政治分野における女

性の参画拡大については，女性政治家をめぐる状況などを踏まえつつ，法律によるのか政党規約に

よるのかなど推進の枠組みについて，憲法上の制約や反対意見を考慮した提案をすることが求めら

れる。 

 本問は，我が国最大の潜在力とされる女性の力を十分に発揮させるという課題について論じさせ

ることで，問題点を把握する能力や現実的な解決策を模索していく能力を有しているかを見極める

狙いがある。 

 


